
国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のとおり国土調査（地籍調査）の

成果を令和３年10月８日認証した。 

令和３年10月15日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

調査を行う 

者の名称 
調査地域 調査年度 成果の名称 

三島市 
三島の一部 

（箱根山第3-1工区） 

平成28年度から 

令和２年度 
地籍図及び地籍簿 

富士市 
松岡、森島の各一部 

（松岡２） 

平成27年度から 

令和２年度 
地籍図及び地籍簿 

河津町 
大鍋、梨本の各一部 

（大鍋Ⅰ、梨本） 
令和２年度 地籍図及び地籍簿 

伊豆市 
八木沢の一部 

（八木沢（Ⅰ）） 

平成29年度から 

令和２年度 
地籍図及び地籍簿 

南伊豆町 
湊、手石の各一部 

（湊Ⅲ、手石Ⅱ） 

令和元年度から 

令和３年度 
地籍図及び地籍簿 

長泉町 上土狩の一部 
令和元年度から 

令和２年度 
地籍図及び地籍簿 

 


